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図３－４－１ 県の災害対策本部の組織及び分掌事務（主要なもの）

秘書班 本部長及び副本部長の秘書に関すること。
（秘書課長）
人事班 本部職員の非常配備に関すること。
（人事課長）

総 務 部 広報班 １ 県広報媒体による広報の調整に関すること。
部 長：総務部長 （広報課長） ２ 報道機関との調整に関すること。
副部長：総務部次長 ３ 県ﾎ ﾑーﾍ゚ ｼーﾞの運用に関すること。

管財班 １ 県有自動車の配備に関すること。
本部長 （管財課長）
（知事） 危機対策班 １ 国（消防庁）との連絡に関すること。

（危機対策課長） ２ 市町村災害対策本部の運営指導に関する
こと。

副本部長 ３ 通信情報対策に関すること。
（副知事） ４ 自衛隊への災害派遣要請に関すること。

５ 防災行政無線の管理に関すること。
消防班 １ 防災ヘリコプターに関すること。
（消防課長） ２ 緊急消防援助隊の調整に関すること。

３ 県内消防本部(局)との連絡調整に関すること

本部事務局 震災復興・企画総務班 政府及び国会に対する要望の総合調整に関す
震災復興・企画部 （震災復興・企画総務課長）ること。

事務局長：危機管理監 部 長：震災復興・企画部長 総合交通対策班 輸送対策に関すること。
事務局次長： 副部長：ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ （総合交通対策課長）
危機対策課長 大会推進局長

消防課長 震災復興・企画部次長 環境生活総務班 応急対策の連絡調整に関すること。
危機対策企画専門監 （環境生活総務課長）
・危機対策課，消防 環境 生 活部 原子力安全対策班 １ 緊急時モニタリングに関すること。
課及び原子力安全 部 長：環境生活部長 （原子力安全対策課長） ２ 国（原子力規制委員会）との
対策課並びに指名 副部長：環境生活部次長 連絡に関すること。
された職員 ３ 原子力施設の状況に関すること。
・各部の本部連絡員 食と暮らしの安全推進班 １ 飲料水・飲食物の摂取制限に関するこ
に指名された職員 (食と暮らしの安全推進課長) と。

２ 給水対策に関すること。
＜原子力チーム＞ 消費生活・文化班 １ 応急生活物資供給に関すること。

（消費生活・文化課長） ２ 生活関連物資の物価安定対策に関すること。

保健福祉総務班 部内の総括及び連絡調整に関すること。
支 部 （保健福祉総務課長）

保健 福 祉部 医療政策班 原子力災害医療対策に関すること。
地 域 部 部 長：保健福祉部長 （医療政策課長）

副部長：保健福祉部次長 薬務班 医薬品・医療機器等の調達・斡旋に関する
（薬務課長） こと。

経済商工観光総務班 部内の総括及び連絡調整に関すること。
（経済商工観光総務課長）

現地本部 経済商工観光部 商工金融班 １ 被災中小企業等に対する緊急融資に関すること｡
部 長：経済商工観光部長 （商工金融課長） ２ 緊急物資輸送手段の確保に関すること｡

本部長 副部長：国際経済・観光局長 （本部事務局の物資業務に関することを含む）
（副知事（担当）） 経済商工観光部次長 観光班 団体宿泊客等に関する情報の連絡調整に関す

（観光課長） ること。

副本部長 農業政策班 部内の総括及び連絡調整に関すること。
（農業政策室長）

東部地方振興事務所長 食産業振興班 食料（加工食品）供給の調整に関すること。
環境生活部次長 農 政 部 （食産業振興課長）
（技術担当） 部 長：農政部長 みやぎ米推進班 １ 農産物の生産及び流通（出荷制限）に

副部長：農政部次長 （みやぎ米推進課長） 関すること。
２ 食料（米穀、乾パン）供給対策に関する
こと。

畜産班 家畜及び畜産物の生産及び流通（出荷制限）
（畜産課長） 対策に関すること。
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水産 林 政部 水産林政総務班 部内の総括及び連絡調整に関すること。
部 長：水産林政部長 （水産林政総務課長）
副部長：水産林政部次長 水産林業政策班 部内の総括及び連絡調整に関すること（水産

（水産林業政策室長） 林政総務課の所管に係るものを除く）。
水産業振興班 水産物及び食料（水産加工品）の供給
（水産業振興課長） （出荷制限）対策に関すること。

土 木 部 防災砂防班 部内の総括及び連絡調整に関すること。
部 長：土木部長 （防災砂防課長）
副部長：土木部次長 道路班 道路交通の確保に関すること。

（道路課長）

出 納 部 会計班 部内の総括及び連絡調整に関すること。
部 長：出納局長 （会計課長）
副部長：出納局次長

企 業 部 公営事業班 部内の総括及び連絡調整に関すること。
部 長：企業局長 （公営事業課長）
副部長：企業局次長

教 育 部 総務班 文教対策及び教育施設との連絡に関すること。
部 長：教育長 （総務課長）
副部長：教育次長

警 察 班 警備班 １ 立入制限措置及び退避等の誘導と警戒警
部 長：県警本部長 （警備課長） 警備に関すること。
副部長：警備部長 ２ 交通秩序の維持に関すること。


